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開 会◎

これより令和２年６月定例○丸山裕次郎議長

県議会を開会します。

本日の会議を開きます。

会議録署名議員指名◎

会議録署名議員に、日髙陽○丸山裕次郎議長

一議員、前屋敷恵美議員を指名いたします。

議会運営委員長審査結果報告◎

まず、会期の決定について○丸山裕次郎議長

議題といたします。

今期定例会の会期日程に係る議会運営委員長

の審査結果報告を求めます。議会運営委員会、

山下博三委員長。

〔登壇〕 おはようございま○山下博三議員

す。御報告いたします。

去る５月29日の議会運営委員会において、本

日招集されました令和２年６月定例県議会の会

期日程等について協議いたしました。

今期定例会に提案されます知事提出議案は合

計13件、その内訳は、補正予算３件、条例３

件、予算・条例以外５件、報告承認２件であり

ます。このほか８件の報告があります。

これらの提出議案の内容等を踏まえ、当委員

会において審査いたしました結果、会期につき

ましては、本日から６月24日までの17日間とす

ることに決定いたしました。なお、会議日程

は、お手元に配付されております日程表のとお

りであります。

今期定例会は、６月11日から５日間の日程で

一般質問を行います。一般質問終了の後、人事

案件の採決を行った上で、その他の議案・請願

について、所管常任委員会への付託を行いま

す。６月18日及び19日の２日間で各常任委員会

を開催していただき、６月24日の最終日に、付

託された議案・請願の審査結果報告及び採決を

行います。

なお、議員から提出される議案の取扱い及び

特別委員会の開催については、日程表に記載の

とおりであります。

議員各位におかれましては、円滑な議会運営

に特段の御協力をいただきますようお願いいた

します。

以上で当委員会の報告を終わります。（拍

手）〔降壇〕

議会運営委員長の報告は終○丸山裕次郎議長

わりました。

質疑の通告はありません。

会期決定◎

会期についてお諮りいたし○丸山裕次郎議長

ます。

今期定例会の会期は、ただいまの議会運営委

員長の報告のとおり、本日から６月24日まで

の17日間とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、そ○丸山裕次郎議長

のように決定いたしました。

本日からの日程は、お手元に配付の日程表の

とおりであります。〔巻末参照〕

議案第１号から第11号まで及び◎

報告第１号、第２号上程

次に、お手元に配付のとお○丸山裕次郎議長

り、知事から、議案第１号から第11号まで及び

報告第１号、第２号の各号議案の送付を受けま

したので、これらを一括上程いたします｡〔巻末

参照〕

令和２年６月８日(月)
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令和２年６月８日(月)

知事提案理由説明◎

ここで、知事に提案理由の○丸山裕次郎議長

説明を求めます。

〔登壇〕 おはようござ○知事（河野俊嗣君）

います。令和２年６月定例県議会の開会に当た

り、まず、県議会の皆様におかれましては、新

型コロナウイルス感染症対策につきまして、格

別の御配慮をいただき厚く御礼を申し上げま

す。

宮崎県内において、これまでに確認された感

染者は17名であり、全ての方が既に退院されて

います。県内では４月12日以降、57日間連続で

新たな感染が確認されておらず、この期間は、

感染が確認された都道府県の中では全国最長と

なります。

このように感染拡大を抑えることができてお

りますのも、ひとえに感染拡大防止に向けた県

民や事業者の御理解と御協力をはじめ、医療の

最前線で日夜献身的に業務に当たっていただい

ている医療従事者や感染症対策従事者の御尽力

のたまものと、心より感謝を申し上げます。

国は５月14日、新型インフルエンザ等対策特

別措置法に基づく「緊急事態宣言」について、

本県を含む39県を対象地域から除外し、５月25

日には、全都道府県での宣言解除を決定しまし

た。

本県では、４月を「感染拡大防止強化月間」

と位置づけるなど、県民の皆様とともに徹底的

に感染拡大防止に取り組んでまいりましたが、

県内での感染拡大が抑えられている状況で、緊

急事態宣言の解除という大きな節目を迎えるこ

とができました。重ねて感謝を申し上げます。

しかしながら、全国的な緊急事態宣言の解除

も、決して安全宣言ではないということに注意

する必要があります。治療法の確立やワクチン

の開発等には時間がかかり、私たちは「新型コ

ロナウイルとともに生きていく社会」を築いて

いかなくてはなりません。

国の「基本的対処方針」では、緊急事態宣言

が解除された地域においても、「新しい生活様

式」が社会経済全体に定着するまで、一定の移

行期間を設けることとし、おおむね３週間ごと

に地域の感染状況や感染拡大リスク等について

評価を行いながら、外出の自粛、イベント等の

開催制限、施設の使用制限の要請等を段階的に

緩和するものとされております。

そして、再度、感染の拡大が認められた場合

には、再び緊急事態宣言の対象とすることも含

め、速やかに強い感染拡大防止対策等を講じる

こととされております。

実際、北九州市で複数の感染集団（クラス

ター）が確認されるなど、いまだ都市部を中心

に感染がくすぶっており、いつどこで流行が発

生してもおかしくない状況であることに、私た

ちは十分注意しなければなりません。本県とし

ては、感染拡大の第２波、第３波に備え、引き

続き医療提供体制を強化しながら、「持続的な

警戒態勢」の下、「新しい生活様式」の定着に

取り組んでまいります。

県内における医療提供体制につきましては、

関係の皆様の御理解と御協力をいただき、現時

点で入院病床204床、軽症者等の宿泊療養施設

を200室確保するとともに、ＰＣＲ検査の検査可

能件数につきましても、１日182件まで増強して

まいりました。今後とも、これらの充実・強化

に努め、県民の皆様の安心・安全の確保に万全

を期してまいります。

県におきましては、これまで、感染拡大を防

止し、県民生活や地域経済を支えていくため、
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令和２年６月８日(月)

時々刻々変化する状況に応じて、様々な対策を

講じてまいりました。

３月の専決処分による補正予算では、県民の

暮らしのセーフティーネットに関する対応とし

て３億円余を、４月の補正予算では、感染拡大

防止策と医療体制の整備や、小規模事業者の事

業継続のための給付金や休業要請に係る協力金

など、緊急経済対策として93億円余を措置して

おります。また、５月15日には、感染拡大防止

に取り組む飲食店等を対象としたプレミアム付

食事券の発行や、県立学校におけるオンライン

教育等の支援を行うため、県議会の御理解の

下、８億円余を専決処分しており、これまで、

総額で105億円規模の対策を講じてまいりまし

た。

また、国において本県の実情を踏まえた対策

が講じられるよう、県議会の御協力を賜り、地

方６団体として地方財源の充実や経済対策への

支援等について国へ要望を行い、その結果、先

般、閣議決定されました国の第２次補正予算案

では、地方創生臨時交付金の大幅な増額が打ち

出されたところであります。

緊急事態宣言は解除されたものの、新型コロ

ナウイルス感染症とそれに伴う社会的影響は、

県民生活のみならず、宿泊・飲食業やサービス

業、運輸業、小売業、製造業、農林水産業など

幅広い業種に及び、本県の地域社会・地域経済

にかつてない危機をもたらしております。ま

た、国内外において感染の収束を見通すことが

できず、リーマンショックを上回ると言われる

経済の停滞により、県民の皆様の間には、暮ら

しや経済に対する様々な不安が広がっておりま

す。

こうした状況の中、感染リスクはゼロにはな

らないとの前提に立ち、感染症対策とバランス

を取りつつ、段階的に社会経済の活動レベルを

引き上げていくことが重要となります。

このため、本県の将来を見据えながら、「新

しい生活様式」を確立するとともに、地域経済

の再始動に向けた第一歩を踏み出すため、経済

団体や関係機関、市町村等との意見交換を踏ま

え、５月28日、県として「新型コロナウイルス

感染症経済対応方針」を策定いたしました。

この方針では、現下の状況を踏まえた当面の

施策展開と、収束に向けた施策の方向性を、

１、感染拡大防止策による経済活動の基盤づく

り、２、地域経済の再始動と更なる活性化に向

けた取組、３、持続可能な経済・社会づくりを

加速する取組、４、収束に向けて希望の光を取

り戻す取組の４つの柱で示しております。

また、経済活動の再始動に当たりましては、

まずは県内における経済循環を中心とし、その

後、隣県や九州内での経済交流、さらには国内

外との経済交流へと段階的に展開していくとと

もに、仮に感染拡大等の事態が生じた場合に

は、一時的な経済活動の収縮にも柔軟に対応す

ることとしております。

本方針に沿って、引き続き市町村や関係団体

と緊密に連携しながら、新たな時代における本

県経済のさらなる発展に向けて、オール宮崎で

取り組んでまいります。

次に、１点御報告をさせていただきます。高

速道路の整備についてであります。

昨年度末、九州中央自動車道蘇陽―五ヶ瀬東

間の新規事業化が決定いたしました。

長年の懸案であった県境区間の整備について

展望を開くことができ、九州中央自動車道の全

線開通に向け、大きく前進したものと考えてお

ります。これまで御支援いただきました県議会

の皆様をはじめ、御尽力いただきました国土交
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通省や関係者の皆様に心からお礼を申し上げま

す。

今後とも、県内高速道路の早期完成に向けて

全力で取り組んでまいります。

それでは、議案の概要について御説明申し上

げます。

初めに、補正予算案についてであります。

このうち、新型コロナウイルス感染症対策に

つきましては、状況の変化を踏まえて総合的な

対策を講じるため、３つの基本的な考え方に立

ち編成したところであります。

１点目として、今回の補正予算案は、３月、

４月、５月の補正予算に続く一連の対策の第四

の矢として編成したものであります。今回、新

たに41億円余を計上することとし、県の新型コ

ロナウイルス感染症対策の総合的なパッケージ

として、総額147億円の事業を実施することとな

ります。

２点目は、先ほど触れました県・経済対応方

針に基づき、感染拡大防止の徹底と地域経済の

再始動を推進するための予算案であるというこ

とであります。

３点目は、影響が深刻化している県内の中小

企業・小規模事業者や観光業、交通事業、農林

水産業など、地域を支える産業や事業者を幅広

く支援するとともに、市町村と緊密に連携しな

がら、県民の暮らしを支えるためのきめ細かな

支援策を盛り込んでいるということでありま

す。

予算編成に当たりましては、地方創生臨時交

付金や国庫補助事業など、国の補正予算（第１

号）のメニューを最大限活用しつつ、本県の厳

しい実情を十分踏まえ、効果的かつ実効性のあ

る事業を構築したところであります。

このほか、国庫補助事業の決定等に伴う事業

や、４月補正予算の財源として取り崩した財政

調整積立金などの積み戻しに要する経費を計上

しております。

補正額は、一般会計が107億4,466万7,000円、

公営企業会計が4,822万円であります。この結

果、一般会計の歳入歳出予算規模は6,337億139

万9,000円となります。今回の補正予算による一

般会計の歳入財源は、分担金及び負担金4,640

万7,000円、国庫支出金100億8,047万5,000円、

寄附金100万円、繰入金３億2,357万円、諸収

入1,161万5,000円、県債２億8,160万円でありま

す。

以下、一般会計補正予算案に計上いたしまし

た主な事業の概要について御説明いたします。

新型コロナウイルス感染症対策につきまして

は、これまでの対策の基本的な考え方を発展的

に継承し、１、感染拡大防止策と医療体制の整

備、２、雇用維持・人材育成と事業継続のため

の支援、３、地域経済の再始動・活性化に向け

た支援、４、持続的な経済・社会づくりに向け

た取組の４つの柱に基づき、必要な事業を構築

しております。これらに沿って御説明申し上げ

ます。

１点目が、「感染拡大防止策と医療体制の整

備」であります。

県内において感染拡大防止を徹底し、医療・

検査体制の充実を図ることが、県民の社会経済

活動の基盤になります。

県民の命と健康を守るための対策として、こ

れまで、ＰＣＲ検査体制の強化、入院病床や軽

症者等の宿泊療養施設の確保など、医療・検査

体制の充実に取り組んでいるところであります

が、これらに加え、県立学校等における衛生環

境の改善や、県産材を活用した施設整備の支援

を通じ、さらなる感染リスクの低減や「新しい

令和２年６月８日(月)
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生活様式」の定着を進めてまいります。

２点目は、「雇用維持・人材育成と事業継続

のための支援」であります。

現下の状況を踏まえると、地域の雇用の維持

と人材の育成・確保は喫緊の課題であります。

また、県民の足としての役割を担う公共交通網

の維持や、地域を支える中小企業・小規模事業

者の事業継続に向けた取組を支援する必要があ

ります。

このため、離職を余儀なくされた方など、建

設関連産業やＩＴ関連業への就職を支援すると

ともに、農林水産業の現場における雇用の維持

を図るなど、幅広い分野における雇用の維持と

人材育成・確保にしっかり取り組んでまいりま

す。

また、外出自粛の長期化に伴い、大幅に利用

者が減少するなど影響が生じております地域間

のバス路線の維持に向けた支援や、売上げが減

少した中小企業・小規模事業者の販路回復、商

品開発、ＩＣＴ活用等に向けたサポート体制を

強化するなど、事業者の皆様に寄り添った取組

を進めてまいります。

３点目は、「地域経済の再始動・活性化に向

けた支援」であります。

第１に、地産地消による「応援消費」を通じ

た全県的な需要喚起を力強く推し進める必要が

あります。

このため、県内全域における幅広い消費喚起

を目的として、各市町村と連携してプレミアム

率30％の商品券を50億円規模で発行するととも

に、商店街のにぎわいを取り戻すためのイベン

ト開催や、鉄道・バス・フェリーなど地域の公

共交通の利用促進により、地域経済の活性化に

取り組んでまいります。あわせて、県産農畜水

産物の消費拡大、県産材の利用拡大や、収束を

見据えた大都市圏や海外における県産品の販路

拡大等の準備を進めてまいります。

第２に、県外及び国外からの大規模な観光誘

客が見込まれない中で、「観光みやざき」の再

始動を図るための取組を進めていく必要があり

ます。

宮崎観光の父とも呼ばれる岩切章太郎氏は、

自伝「大地に絵をかく」の中で、「すべて観光

は人まねではいけない。その土地土地の特徴を

生かしながら、新しい美しさを作り上げていか

ねばならない」と述べておられます。県外や国

外への移動がままならない今こそ、県民の皆様

には、県内の観光地を訪れ、各地域の多彩な魅

力や価値、美しさを再発見していただくととも

に、ぜひ、県内のホテルや旅館に泊まっていた

だくことにより、観光業や宿泊業の皆さんを支

え、新たな「観光みやざき」づくりに御協力い

ただきたいと考えております。

このため、今回の補正予算により、県民や隣

県の方々を対象とした旅行商品の開発支援や、

県民の皆様の県内におけるスポーツ合宿を促進

するとともに、「ひなたのチカラ」をキャッチ

フレーズとした本県の魅力を発信するプロモー

ションの集中的な展開など、「観光みやざき」

の再始動を図るための支援に取り組んでまいり

ます。

４点目は、「持続的な経済・社会づくりに向

けた取組」であります。

今回の新型コロナウイルス感染症拡大の影響

により明らかになった社会の変化や、本県の強

みを生かした持続可能な経済・社会づくりに向

け、「コロナとともに生きていく社会」におけ

る県民の暮らしや事業活動、地域の各産業の基

盤強化、子供たちの教育環境の充実を図ってい

くことが重要であります。

令和２年６月８日(月)
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このため、輸出先の基準等に対応した食品加

工施設の整備を進め、農林水産業の競争力を高

めるとともに、生産拠点を国内回帰させる企業

の県内進出等を支援し、県内企業等の生産基盤

の強化を図ります。

また、森林空間を活用して仕事と休暇を楽し

む「ワーケーション」の取組や、配食業者と産

地が連携した商品化といったビジネスモデルの

構築により、新たな働き方・暮らし方につなが

る取組を進めてまいります。

さらに、県立中学校等でのオンライン学習教

育システムの構築や、教員の事務負担を軽減す

るスクール・サポート・スタッフの増員を行う

とともに、農業高校と農業大学校の設備・機器

の整備などにより、子供たちの学びを支えてま

いります。

主な事業の説明は以上でありますが、感染拡

大の防止と社会経済活動の維持との両立を図る

ため、今後とも感染の状況を十分見極めなが

ら、本県の実情に応じ、迅速かつ的確に必要な

対策を講じてまいります。

次に、予算以外の議案について御説明申し上

げます。

議案第４号「県税の課税免除等の特例に関す

る条例の一部を改正する条例」は、総務省令が

一部改正され、地域再生法に基づく県税の課税

免除または不均一課税の適用期間が延長された

ことに伴い、関係規定の改正を行うものであり

ます。

議案第５号「使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例」は、「覚せい剤取締法」の
ヽ ヽ

名称が改正されたこと等に伴い、関係規定の改

正を行うものであります。

議案第６号「教育関係使用料及び手数料徴収

条例の一部を改正する条例」は、宮崎県美術展

が宮日総合美術展と統合したことに伴い、関係

する手数料を廃止するものであります。

議案第７号及び議案第８号は、防災・安全社

会資本整備交付金事業国道219号岩下工区（仮

称）岩下トンネル工事及び国道218号干支大橋耐

震補強工事その１の請負契約の変更について、

それぞれ議会の議決に付すべき契約に関する条

例の規定により、議会の議決に付するものであ

ります。

議案第９号は、公安委員会委員藤田紀子氏が

令和２年８月７日をもって任期満了となります

ので、その後任委員として山下恵子氏を任命い

たしたく、警察法第39条第１項の規定により、

議会の同意を求めるものであります。

議案第10号及び議案第11号は、収用委員会委

員２名が令和２年７月18日をもって任期満了と

なりますので、その後任委員を任命いたした

く、議会の同意を求めるものであります。

このうち、議案第10号は、増田良文氏の後任

委員として、同じく増田良文氏を、議案第11号

は、近藤日出夫氏の後任委員として新井貴博氏

をそれぞれ任命いたしたく、土地収用法第52条

第３項の規定により、議会の同意を求めるもの

であります。

次に、報告第１号は、先ほど御説明いたしま

した、新型コロナウイルス感染症対策に関する

令和２年度宮崎県一般会計補正予算（第３号）

の専決報告であり、報告第２号は、地方税法の

一部改正により、電気供給業に係る法人事業税

の課税方式の見直し等が行われ、所要の改正を

行うための宮崎県税条例の一部を改正する条例

の専決報告であり、いずれも早急に対応するた

め、専決処分を行ったものであります。

以上、今回提案いたしました議案の概要につ

いて御説明いたしました。

令和２年６月８日(月)
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今、私たちが直面している「コロナとともに

生きていく社会」は、誰も経験したことのない

世界であります。それゆえに、政治や行政が責

任を持って、地域社会の方向性を指し示してい

くことが強く求められております。

現時点におきまして、治療法の確立やワクチ

ンの開発等の見通しが立っていない中、県内外

で第２波、第３波の感染拡大が起こり得るとい

う想定の下、「県民の命と健康を守る」「医療

崩壊を起こさせない」という強い思いを胸に、

本県における感染拡大防止の徹底と社会経済活

動の維持との両立に向け、私自身が先頭に立っ

て、対策を講じていく決意であります。

他方で、コロナを経験した後には、これまで

にないスピードで、新たな経済・社会の変化が

生じる可能性があります。

感染収束後の社会（ポストコロナ）のありよ

うを構想してみますと、脱グローバリゼーショ

ンの胎動や、社会に必要なゆとりが肯定される

時代の到来、大都市集中型から分散型の社会構

造への転換、デジタル化やリモート化のさらな

る加速などに加え、人々の意識や価値観・生き

方までもが大きく変容することも想定されま

す。

県といたしましても、10年前に発生した口蹄

疫からの再生・復興の経験を生かしながら、コ

ロナ収束後の地域社会の在り方や、コロナの経

験を踏まえた持続可能な経済・社会づくりにつ

いて、民間有識者等との意見交換を通じて議論

を深めてまいりたいと考えております。

これは、取りも直さず、宮崎の未来を築く

「新しいゆたかさ」への挑戦であります。そし

て、今を生きる私たちは、新しい経済・社会を

切り開いていく歴史的使命を担っているものと

考えております。

私は、安心と希望あふれる宮崎の未来のため

に、この宮崎の地から、地域の新しい経済・社

会像を描き、内外へ力強く発信していくこと

で、知事として私に課された使命を果たしてま

いる所存であります。

県議会をはじめ、県民の皆様におかれまして

は、一層の御理解と御協力をお願い申し上げま

す。

以上であります。よろしく御審議のほどお願

いいたします。〔降壇〕

知事の説明は終わりまし○丸山裕次郎議長

た。

明日からの日程をお知らせいたします。

明日９日から10日までは、議案調査等のため

本会議を休会いたします。

次の本会議は、11日午前10時から、一般質問

であります。

本日はこれで散会いたします。

午前10時26分散会

令和２年６月８日(月)
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